
※海上工事はトカゲハゼに配慮し、８月以降着手。陸上工事は４月より着手。

　２．工事における環境監視について

　　・泡瀬地区の濁り監視地点・調査地点

令和２年度迄実施箇所

令和３年度 国施工予定箇所

令和３年度 県施工予定箇所
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※濁り監視地点においては、工事の実施状況等により変更する場合がある

凡 例

：Ｓｔ．１～３（３地点） クビレミドロ生息地の濁り監視地点

：Ｓｔ．４～１２（９地点） 工事の濁り監視地点

：Ｓｔ．１３～１５（３地点） 流入部負荷量の濁り調査地点
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